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自
民
党
が
総
選
挙
公
約
の

重
点
項
目
に
憲
法
へ
の
「
自

衛
隊
の
明
記
」
を
打
ち
出
せ

ば
、
希
望
の
党
の
小
池
百
合

子
代
表
は
９
条
の
改
憲
に
つ

い
て
「
議
論
は
避
け
ず
に
や

っ
て
い
く
」
と
発
言
し
た
。

９
条
が
大
き
な
争
点
に
浮
上

す
る
な
か
、
混
迷
す
る
政
局

を
ど
う
捉
え
る
か
。
神
戸
大

学
名
誉
教
授
の
二
宮
厚
美
氏

に
寄
稿
し
て
も
ら
っ
た
。

＊　
　

＊

　

こ
の
22
日
予
定
の
総
選
挙

に
お
け
る
政
党
間
対
決
の
構

図
は
、
①
解
散
前
の
段
階
②

解
散
直
後
の
局
面
③
選
挙
戦

に
入
っ
た
時
点
―
―
の
３
つ

に
分
か
れ
る
。
選
挙
の
争
点

も
、
こ
の
３
つ
の
局
面
に
そ

減
に
つ
い
て
、
自
民
・
維
新

・
希
望
は
賛
否
を
示
さ
な
か

っ
た
。
安
倍
政
権
は
社
会
保

障
費
の
抑
制
を
徹
底
し
て
き

　

診
療
報
酬
増
と
患
者
負
担

た
（
図
）。
来

年
度
予
算
で
は

１
３
０
０
億
円

を
削
る
方
針

で
、
そ
の
大
半

を
診
療
・
介
護

報
酬
改
定
で
対

応
す
る
と
し
て

い
る
。
あ
い
ま

い
な
態
度
の
背

景
に
は
医
療
費

削
減
の
狙
い
が

伺
え
る
。

　

維
新
は「
受
益
と
負
担
」の

バ
ラ
ン
ス
を
強
調
。
希
望
は

医
療
費
の
抑
制
に
「
配
慮
し

て
、報
酬
水
準
を
決
定
」と
述

べ
る
な
ど
社
会
保
障
費
削
減

に
含
み
を
持
た
せ
て
い
る
。

　

賛
成
の
立
場
の
共
産
・
社

民
は
、
低
診
療
報
酬
を
問
題

視
。
抜
本
的
増
額
と
と
も

に
、
国
民
の
健
康
を
守
る
た

め
に
患
者
負
担
の
引
き
下
げ

を
強
調
し
た
。

　

貧
困
と
格
差
の
広
が
り
で

受
診
抑
制
が
深
刻
化
し
て
い

る
。
こ
の
ま
ま
社
会
保
障
費

削
減
の
道
を
進
む
の
か
、
社

会
保
障
へ
優
先
的
に
財
源
を

手
当
て
す
る
の
か
。
選
択
が

求
め
ら
れ
て
い
る
。

　

安
倍
首
相
が
、解
散
の〝
大

義
名
分
〞
と
し
て
打
ち
出
し

た
消
費
税
増
税
と
増
収
分
の

使
途
変
更
。
自
民
は
、「『
全

世
代
型
社
会
保
障
』
へ
の
転

換
が
必
要
で
あ
り
、
そ
の
財

源
と
し
て
10
％
へ
の
消
費
税

増
税
分
を
あ
て
る
」
と
し
、

増
税
を
前
提
と
し
て
い
る
。

自
民
は
安
倍
政
権
の
下
、消

費
税
を
社
会
保
障
財
源
と
す

る
路
線
を
貫
い
て
き
た
。
し

か
し
、
増
収
分
の
大
半
が
国

の
借
金
の
返
済
や
大
型
公
共

費
税
導
入
か
ら
消
費
へ
の
影

響
が
指
摘
さ
れ
、
97
年
の
５

％
へ
の
増
税
、
14
年
の
８
％

へ
の
増
税
と
実
質
消
費
支
出

は
低
下
の
一
途
を
た
ど
っ
て

い
る
。
さ
ら
な
る
増
税
は
消

費
不
況
の
悪
循
環
を
生
み
国

出
し
て
い
る
。
安
保
法
に
つ

い
て
は
「
適
切
な
運
用
」
な

ど
と
、
容
認
す
る
。
民
進
前

職
の
公
認
に
あ
た
り
、
安
保

法
容
認
を
踏
み
絵
に
し
た
こ

と
は
報
道
の
と
お
り
だ
。
公

明
は
自
衛
隊
を
憲
法
に
書
き

込
む
「
加
憲
」
論
を
持
論
と

し
て
お
り
、
実
質
的
に
は
改

憲
に
賛
成
の
立
場
と
い
え

る
。

　

９
条
改
憲
に
反
対
す
る
の

は
共
産
、
社
民
で
、
安
保
法

廃
止
も
主
張
す
る
。
立
憲
民

主
は
「
９
条
改
悪
に
反
対
」

を
公
約
に
掲
げ
、
集
団
的
自

衛
権
行
使
を
限
定
容
認
し
た

安
全
保
障
法
制
を
「
違
憲
」

と
し
、廃
止
を
求
め
て
い
る
。

国
」
づ
く
り
を
進
め
て
き

た
。「
憲
法
へ
の
明
記
」
は
、

自
衛
隊
を
憲
法
で
認
め
る
だ

け
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
戦
力

の
不
保
持
を
定
め
た
９
条
２

項
を
死
文
化
さ
せ
、
憲
法
違

反
の
安
保
法
を
名
実
と
も
に

合
憲
化
す
る
も
の
だ
。
海
外

で
の
武
力
行
使
に
無
制
限
に

道
を
開
く
こ
と
を
意
味
す

る
。

　

ア
ン
ケ
ー
ト
で
は
自
民
の

他
に
は
維
新
が
９
条
改
憲
に

賛
成
し
た
。
希
望
は
「
そ
の

他
」
と
し
た
が
、
公
約
に
は

「
９
条
を
含
む
改
憲
」
に
つ

い
て
論
議
す
る
こ
と
を
打
ち

　

安
倍
首
相
が
２
０
２
０
年

施
行
を
目
指
す
憲
法
改
正
へ

向
け
て
、
自
民
党
は
「
憲
法

に
自
衛
隊
の
明
記
」
す
る
こ

と
を
公
約
に
掲
げ
た
。
ア
ン

ケ
ー
ト
結
果
や
各
党
の
公
約

か
ら
は
、
９
条
改
憲
を
め
ぐ

っ
て
各
党
の
見
解
は
２
極
化

し
て
い
る
。

　

安
倍
自
公
政
権
は
15
年
７

月
に
歴
代
政
権
が
「
憲
法
違

反
」
と
し
て
き
た
集
団
的
自

衛
権
の
行
使
を
容
認
す
る
安

保
法
を
強
行
し
「
戦
争
す
る

事
業
、
大
企
業
へ
の
減

税
に
充
て
ら
れ
、
社
会

保
障
に
充
当
し
た
の
は

わ
ず
か
で
あ
る
。

　

「
消
費
税
増
税
の
中

止
」
に
賛
成
す
る
共

産
、
社
民
、
維
新
は
、

増
税
に
よ
る
景
気
へ
の

影
響
を
指
摘
す
る
。
実

際
、
１
９
８
７
年
の
消

民
の
生
活
と
日
本
経
済
は
打

撃
を
受
け
る
。

　

共
産
、
社
民
は
「
大
株
主

や
大
企
業
に
応
分
の
負
担
を

求
め
」「
不
公
正
税
制
を
見

直
す
」
こ
と
で
社
会
保
障
財

源
を
生
み
出
す
と
主
張
し
て

い
る
。
税
の
集
め
方
と
使
い

方
が
問
わ
れ
て
い
る
。

っ
て
重
点
が
移
動
し
た
。

　

解
散
前
に
お
け
る
政
治
的

対
決
の
構
図
は
、「
安
倍
改

憲
勢
力
vs
野
党
共
闘
・
市
民

連
合
」
で
あ
っ
た
。
こ
の
場

合
、
安
倍
改
憲
勢
力
と
は
、

「
５
・
３
安
倍
改
憲
メ
ッ
セ

ー
ジ
」
以
降
、
い
わ
ゆ
る

「
９
条
加
憲
論
」
を
中
心
に

し
て
、「
安
倍
改
憲
」
推
進

で
一
致
し
た
自
民
・
公
明
・

維
新
の
「
改
憲
３
兄
弟
」
の

勢
力
で
あ
る
。

　

野
党
共
闘
・
市
民
連
合
と

は
、
先
の
参
院
選
以
降
、
安

倍
政
権
と
本
格
的
に
対
決
す

る
こ
と
に
な
っ
た
政
治
勢
力

で
あ
る
。
こ
の
「
反
ア
ベ
政

治
勢
力
」
は
、
重
要
政
策
分

野
に
お
い
て
協
定
を
結
ん
で

き
た
が
、
特
に
重
要
な
の

は
、
①
安
保
法
制
（
戦
争

法
）
廃
止
と
立
憲
主
義
の
回

復
、
②
安
倍
改
憲
に
反
対
―

―
と
い
う
２
点
に
あ
っ
た
。

支
持
率
急
落

　

こ
の
「
安
倍
改
憲
勢
力
vs

野
党
共
闘
・
市
民
連
合
」
の

対
抗
関
係
が
続
い
て
い
る
間

は
、
安
倍
政
権
に
と
っ
て
、

解
散
・
総
選
挙
は
避
け
る
べ

き
課
題
で
あ
っ
た
。
そ
の
理

由
は
、
２
つ
あ
る
。
１
つ

は
、
４
野
党
の
共
闘
関
係
が

強
い
限
り
、
総
選
挙
を
や
れ

ば
、
衆
院
に
お
い
て
改
憲
発

議
に
必
要
な
３
分
の
２
以
上

の
議
席
を
「
改
憲
３
兄
弟
」

が
確
保
で
き
る
見
込
み
が
立

た
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

２
つ
目
は
、
森
友
・
加
計
疑

惑
の
な
か
で
内
閣
支
持
率
が

30
％
台
に
急
落
し
て
い
た
か

ら
で
あ
る
。
こ
う
い
う
状
況

の
も
と
で
、
解
散
・
総
選
挙

に
ふ
み
き
れ
ば
、
安
倍
首
相

は
、
宿
願
と
い
う
べ
き
「
安

倍
改
憲
」
を
果
た
さ
な
い
ま

ま
、「
終
活
」
に
向
か
わ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

と
こ
ろ
が
、
９
月
に
入
っ

て
、
安
倍
政
権
に
は
、
思
わ

ぬ
所
か
ら
３
つ
の
順
風
が
吹

い
て
き
た
。
こ
の
風
が
解
散

直
後
の
政
党
間
対
決
の
構

図
、
す
な
わ
ち
「
安
倍
vs
小

池
」（
＝
「
安
倍
vs
希
望
」）

を
生
み
出
す
こ
と
に
な
っ
た

の
で
あ
る
。

み
そ
ぎ
に
利
用

　

９
月
に
入
っ
て
吹
き
始
め

た
風
は
、
①
改
憲
補
完
勢
力

と
し
て
の
小
池
新
党
の
発
足

と
国
政
進
出
、
②
野
党
共
闘

に
背
を
向
け
た
民
進
党
前
原

代
表
の
選
出
、
③
北
朝
鮮
の

核
・
ミ
サ
イ
ル
開
発
の
強

行
、
こ
の
３
つ
で
あ
る
。
詳

し
く
述
べ
る
ゆ
と
り
は
な
い

の
で
、
こ
の
３
つ
の
風
が
安

倍
首
相
に
対
し
意
表
を
つ
く

解
散
に
踏
み
切
ら
せ
た
理
由

を
一
言
だ
け
述
べ
て
お
く
。

こ
れ
ら
３
つ
の
風
は
、
す
べ

て
、「
安
倍
改
憲
」
に
有
利

な
選
挙
情
勢
と
政
治
勢
力
を

作
り
出
す
意
味
を
も
っ
て
い

た
。し
か
も
、こ
の
新
た
な
風

が
吹
く
あ
い
だ
に
総
選
挙
を

や
れ
ば
、
安
倍
政
権
は
「
森

友
・
加
計
疑
惑
」
の
穢
れ
を

清
め
る
み
そ
ぎ
に
選
挙
を
利

用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

果
た
し
て
、
解
散
直
後
の

政
党
間
構
図
は
「
安
倍
vs
小

池
」
と
な
り
、「
安
倍
改
憲
」

に
は
願
っ
て
も
な
い
選
挙
戦

に
突
入
す
る
よ
う
に
見
え

た
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
構
図

の
も
と
で
は
、「
安
倍
改
憲

勢
力
」
に
と
っ
て
最
も
強
敵

だ
っ
た
野
党
共
闘
が
崩
れ
、

民
進
党
の
大
半
は
、
改
憲
志

向
か
つ
戦
争
法
容
認
の
「
希

望
の
党
」
に
吸
収
さ
れ
て
し

ま
う
か
ら
で
あ
る
。「
希
望

の
党
」
は
、
改
憲
・
戦
争
法

容
認
の「
小
池
フ
ァ
ー
ス
ト
」

の
政
党
で
あ
り
、
野
球
に
た

と
え
る
と
、「
改
憲
球
団
」
に

お
け
る
「
小
池
２
軍
」
の
チ

ー
ム
で
あ
る
。「
改
憲
球
団
」

の
１
軍
は
、
言
う
ま
で
も
な

く
「
安
倍
１
軍
」
で
あ
る
。

新
た
な
動
き

　

だ
が
、
い
ざ
選
挙
戦
に
突

入
す
る
や
、「
小
池
２
軍
」

に
入
団
を
拒
否
さ
れ
た
人

々
、
参
加
を
拒
否
す
る
人
々

か
ら
、
も
う
一
度
、
野
党
共

闘
・
市
民
連
合
の
陣
営
に
加

わ
ろ
う
と
す
る
動
き
が
始
ま

っ
た
（
た
と
え
ば
立
憲
民
主

党
）。
だ
か
ら
、
こ
の
ま
ま

い
け
ば
、
総
選
挙
は
、「
安

倍
改
憲
１
軍
vs
小
池
改
憲
２

軍
vs
護
憲
野
党
」
の
３
つ
巴

の
選
挙
戦
で
進
め
ら
れ
る
こ

と
に
な
る
だ
ろ
う
。

　

私
と
し
て
は
、
戦
争
法
に

反
対
し
、
憲
法
に
よ
る
平
和

・
民
主
主
義
を
擁
護
し
よ
う

と
す
る
人
々
に
は
、
護
憲
野

党
勢
力
の
支
持
を
呼
び
か
け

た
い
が
、
医
療
関
係
者
に
対

し
て
は
、
上
の
３
つ
巴
の
布

陣
の
な
か
で
、
特
に
税
・
社

会
保
障
一
体
改
革
を
め
ぐ
る

政
策
に
大
き
な
違
い
が
あ

る
、
と
い
う
こ
と
を
付
け
加

え
て
お
き
た
い
。
そ
れ
は
、

改
憲
１
軍
・
２
軍
が
消
費
増

税
と
社
会
保
障
圧
縮
の
両

方
、
ま
た
は
い
ず
れ
か
一
方

を
選
択
し
て
「
一
体
改
革
」

を
進
め
よ
う
と
し
て
い
る
の

に
対
し
、
消
費
増
税
に
反
対

し
、
不
公
平
税
制
改
革
と
社

会
保
障
の
拡
充
を
一
体
的
に

進
め
よ
う
と
し
て
い
る
の
は

護
憲
野
党
勢
力
だ
け
だ
、
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。

二宮　厚美氏

各党  医療・税・憲法に違い

神戸大学名誉教授

２
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１
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衆
院
選

ア
ン
ケ
ー
ト

憲
法
・
社
会
保
障
が
対
立
軸

憲
法
・
社
会
保
障
が
対
立
軸

改
憲
〝
球
団
〞
と
護
憲
野
党
勢
力
の
争
い
に

社
会
保
障
費
削
減
の
是
非

不
景
気
招
く
増
税
を
問
う

９
条
巡
り
２
極
化
の
構
図

◇憲法をめぐる各党の態度
自民：自衛隊を憲法に明記
公明：自衛隊の存在の明記など「加憲」を論議
希望：９条改憲の議論は避けない
維新：国民の生命・財産を守るため９条改憲
立民： 憲法違反の安保法を前提にした自衛隊の

明記に反対
共産：現行憲法の前文を含む全条項を守る
社民：憲法９条改悪に反対。活憲
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護憲“球団”護憲“球団”

小池２軍小池２軍

自民自民 公明公明
立民立民

希望希望 維新維新 社民社民共産共産

安倍１軍安倍１軍

改憲“球団”改憲“球団”

VSVS

衆院選の構図衆院選の構図

連立連立

協力協力

総選挙

2017

特
別
寄
稿

診
療
報
酬

患
者
負
担

消
費
税

憲
法
改
定

安
保
法
制

【実施済み】
・70～74歳の窓口負担を２割に（2014年度から）
・入院時の食費値上げ（16年度から）
・紹介状なしの大病院受診に定額負担（同）
・70歳以上の患者負担の限度額引き上げ（17年度から）
・後期高齢者医療の保険料軽減を縮小・廃止（同）

【検討中】
・受診時の定額負担の導入
・市販品類似薬の負担増や保険外し
・75歳以上の窓口負担を２割に
・先発医薬品と後発医薬品の差額を患者負担に
・都道府県単位で診療報酬を設定

◇自公政権が進める医療費削減政策

35年間で最低の家計消費支出にした安倍政権

19921992
98.498.4

総務省「家計調査」の年平均実質消費支出指数（2015年＝100）総務省「家計調査」の年平均実質消費支出指数（2015年＝100）
（※1982年から2016年までの35年間で98.4は最低です）（※1982年から2016年までの35年間で98.4は最低です）
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願い託す政党は願い託す政党は


